
行政区 （学校） 氏名

南黒田 長谷川　清

北黒田
大野　育造
大野　純男

宗意原
高本　義秋

〇　夏井　　真　　

新立
仲島　道雅
仲島　政夫

本村 篠永　　亮

筒井
秦野貞次郎
宮崎　義直

松前小 八木　　幹
松前中 重松　民樹

行政区 （学校） 氏名

徳丸 伊賀上直樹

中川原 〇　大政　　博　　

出作 弓達　耕二

神崎 池田　幸穗

鶴吉・横田 山﨑　基之
大溝・永田・東古泉 渡部　幸俊

北伊予小 新村　理昂

北伊予中 北森　聖也

行政区 （学校） 氏名

大間 郷田　智成
上高柳 大西　典明
恵久美 〇　大政　光明　　
昌農内 ◎　　安　政光　　
西高柳 宗元　成人
西古泉 今木　芳夫
北川原 前野　茂宏

塩屋 藤波　武男
岡田小 大野　健司
岡田中 松崎　　学

問青少年補導センター　☎ 985-4143

▼松前地区

▼北伊予地区

▼岡田地区

子どもたちの健全育成のため活動

青少年補導委員を紹介します

※◎会長　　〇副会長

Ⅰ

い
人
に
限
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法　

次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
む
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予

約
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
、

４
月
下
旬
に
送
付
し
た
は

が
き
で
確
認
を
。

※
医
療
機
関
で
検
査
を
受
け
た
い
人

は
、
中
予
保
健
所
に
お
申
し
込
み
を
。

問
健
康
課
健
康
増
進
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

　

中
予
保
健
所
感
染
症
対
策
係

☎
９
０
９
―
８
７
５
７

　

肝
炎
は
放
置
す
る
と
肝
硬
変
、
肝
が

ん
へ
と
重
症
化
す
る
疾
患
で
、
肝
が
ん

で
は
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
の
期
間
に
生
ま
れ
た
人
は
、
検
査

を
無
料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者
　　

①
昭
和
32
年
４
月
２
日
～
33
年
４
月
１
日

②
昭
和
37
年
４
月
２
日
～
38
年
４
月
１
日 

③
昭
和
42
年
４
月
２
日
～
43
年
４
月
１
日 

④
昭
和
47
年
４
月
２
日
～
48
年
４
月
１
日 

⑤
昭
和
52
年
４
月
２
日
～
53
年
４
月
１
日 

※
こ
れ
ま
で
に
検
査
を
し
た
こ
と
が
な

７
月
28
日
は「
日
本（
世
界
）肝
炎
デ
ー
」

肝
炎
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

 N e w s  役場からのお知らせFAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

▼
対
象
者　

次
の
全
て
を
満
た
す
人

①
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
、
満
80
歳

以
上
の
人

②
し
っ
か
り
か
め
る
自
分
の
歯
が
20
本

以
上
あ
る
人

③
こ
れ
ま
で
同
コ
ン
ク
ー
ル
の
受
賞
経
験

（
入
賞
含
む
）
の
な
い
人

▼
応
募
方
法　

８
月
24
日（
木
）ま
で
に

電
話
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

　
健
康
課
健
康
増
進
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

県
は
、
80
歳
で
20
本
以
上
自
分
の

歯
を
持
つ
こ
と
を
目
標
に
、
歯
の
健
康

づ
く
り
８
０
２
０
（
ハ
チ
マ
ル
・
ニ
イ

マ
ル
）
運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。　
　

　

こ
の
運
動
の
一
環
と
し
て
、｢

元
気

歯
つ
ら
つ
コ
ン
ク
ー
ル｣

を
行
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

80
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

元
気
歯
つ
ら
つ
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
ま
せ
ん
か
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 役場からのお知らせ N e w s FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

　5 月25日、町の重要水防箇所のパトロールを行
いました。
　このパトロールは、水防関係団体が連携を深め、
水防活動が必要になったときに迅速に活動できる
よう、事前に危険箇所を確認しておくものです。

【 町内の重要水防箇所 】
　●　重信川、新田樋門付近（上高柳）、中川原橋付近
　●　長尾谷川の伊予鉄道橋梁付近（筒井）
　●　義農遊水池（筒井）
　●　堤アンダーパス（鶴吉）　など　

　大雨・高潮などのときは、重要水防箇所は氾濫や
越波の危険性が特に高くなります。警報などが発表
された場合は、災害情報に十分注意し、慎重に行動
しましょう。

梅雨や台風での水害を最小限に

水防パトロールで危険箇所を確認

　

　　  　      松前町公式防災

　

　　  　      フェイスブックページ松前の
防災力
危機管理課危機管理係
☎　989―5103
FAX　984―6272

課
税
世
帯
と
同
様
の
水
準
に
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
人

（
※
）
支
給
対
象
者
が
養
育
す
る
児
童

で
、
平
成
17
年
４
月
２
日（
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
対
象
児
童
は
、
平
成
15
年

４
月
２
日
）か
ら
令
和
６
年
２
月
29
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
人

▼
支
給
額　

児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

▼
申
請
方
法
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。申
請
書

は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
ほ
か
、窓
口
に
も
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
期
限　

　

令
和
６
年
２
月
29
日
（
木
）

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
支
援
課
児
童
福
祉
係

　

☎
９
８
５
―
４
１
１
４

　

物
価
高
騰
に
よ
り
、家
計
が
悪
化
し
て

い
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る

た
め
、子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
が
不
要
な
人
に
は
、６
月
９
日
に

支
給
済
み
で
す
が
、次
に
該
当
す
る
人
は

申
請
が
必
要
で
す
。

▼
申
請
が
必
要
な
支
給
対
象
者
　

　

児
童（
※
）
を
養
育
し
、
申
請
時
点

の
住
所
地
が
松
前
町
で
あ
る
人
の
う

ち
、
次
に
当
て
は
ま
る
人

①
令
和
５
年
度
市
町
村
民
税
均
等
割
が

非
課
税
の
人　

②
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
を
受

け
て
令
和
５
年
１
月
以
降
家
計
が
急
変

し
、
直
近
の
収
入
見
込
み
額
ま
た
は
所

得
見
込
み
額
が
市
町
村
民
税
均
等
割
非

家
計
急
変
者
は
申
請
が
必
要
で
す

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

▼
申
し
込
み
方
法
　
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
む
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予

約
が
で
き
ま
す
。
詳
細

は
、
４
月
下
旬
に
送
付
し

た
は
が
き
で
確
認
を
。

問
健
康
課
健
康
増
進
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

　

次
に
該
当
す
る
人
は
、
検
診
を
無
料

で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者　

【
子
宮
頸
が
ん
検
診
】　
平
成
14
年
４
月

２
日
～
15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女
性

【
乳
が
ん
検
診
】　
昭
和
57
年
４
月
２
日
～

58
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女
性

が
ん
を
早
期
発
見
す
る
た
め
に

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

詳細は
こちらから

令和 4 年度

情報公開・個人情報開示状況

◦ご利用ください  
　情報公開コーナー（役場１階ロビー）では、予算書、決算書、
議会会議録などを自由に閲覧できます。

問総務課広報広聴係　☎ 985-4132

　松前町情報公開条例は、知る権利を保障し、町政に対する町民
の理解と信頼を深め、開かれた町政を実現するためのものです。
　個人情報の保護に関する法律には、町が保有する個人情報につい
て適正に取り扱うことが決められています。

情報公開の公開請求

公開 86 件

部分公開 11 件

非公開    2 件

件数 99 件

個人情報の開示請求

開示 2 件

部分開示 0 件

不開示 0 件

件数 2 件

　
９
月
以
降
の
接
種
に
つ
い
て
は
、
詳

細
が
決
ま
り
次
第
、
広
報
ま
さ
き
や
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

問
健
康
課
総
務
係☎

９
８
５
―
４
１
５
３

　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
っ

て
い
ま
す
。
接
種
を
希
望
す
る
人
は
、

予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
下
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）で
確
認
を
。

▼
接
種
期
限　

　

８
月
31
日（
木
）

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
希
望
す
る
人
へ

　

ま
た
、
松
前
幼
稚
園
の
在
園
児
を
対

象
に
一
時
預
か
り
を
始
め
ま
す
。

　

詳
細
は
、
広
報

ま
さ
き
９
月
号
に

掲
載
予
定
で
す
。

問
学
校
教
育
課
総
務
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
５

町
立
幼
稚
園
を
一
園
化
し
ま
す

　

令
和
７
年
度
か
ら
町
立
幼
稚
園
を
認

定
こ
ど
も
園
に
移
行
す
る
た
め
、６
年
度

に
松
前
幼
稚
園
と
古
城
幼
稚
園
を
一
園

化
し
、古
城
幼
稚
園
は
本
年
度
末
を
も
っ

て
廃
止
し
ま
す
。

　

６
年
度
は
、松
前
幼
稚
園
舎
の
改
修
を

行
う
た
め
、現
在
の
古
城
幼
稚
園
舎
を
利

用
し
て
、松
前
幼
稚
園
を
運
営
し
ま
す
。

忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
を
作
り
た
い
人
募
集
し
ま
す

令
和
６
年
二
十
歳
の
記
念
式
実
行
委
員

　

一
生
に
一
度
の
二
十
歳
の
記
念
式

を
、
自
分
た
ち
の
手
で
企
画
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

▼
募
集
人
員　

15
人
程
度

▼
応
募
資
格　

①
②
を
満
た
す
人

①
平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
16
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

②
実
行
委
員
会（
夜
間
、
月
２
回
程
度
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
参
加
可
）と
式
典
当
日

（
令
和
６
年
１
月
７
日（
日
））に
出
席
で
き

る
人

▼
活
動
期
間　

８
月
上
旬
～
式
典
当
日

▼
活
動
内
容　

イ
ベ
ン
ト
企
画
と
進
行

▼
応
募
方
法　

電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ
か
メ
ー
ル

で
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
締
め
切
り　

７
月
31
日（
月
）

▼
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

　

社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
９
８
５
―
４
１
４
９

721skyoiku@
tow
n.m
asaki.ehim

e.jp

昨年
度の
様子♪

2

1213 広報 まさき    ❖    2023-72023-7  ❖    広報  まさき



 役場からのお知らせ N e w s FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

役
場
で
の
受
け
付
け
は
７
月
３
日（
月
）か
ら

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
場
合

は
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
免

除
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
５
年
度（
５
年
７
月
～
６
年
６

月
）
の
免
除
申
請
は
、
７
月
１
日
か
ら

受
け
付
け
ま
す
。
過
去
の
保
険
料
未
納

期
間
も
、
申
請
日
の
２
年
１
カ
月
前
分

ま
で
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま

す
。
免
除
の
審
査
は
、
令
和
４
年
の
所

得
状
況
を
確
認
し
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
る
人

は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で
も
申
請
が

で
き
ま
す
。詳
し
く
は
、日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
。

※
将
来
、年
金
を
受
け
取
る
と
き
、免
除

期
間
分
は
、減
額
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
か
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
、離
職
票
か
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証（
離
職
に
よ
る
免
除
申
請
の

場
合
だ
け
）※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
請

す
る
場
合
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
暗

証
番
号（
利
用
者
用
電
子
証
明
書
と
券
面

事
項
入
力
補
助
用
）の
入
力
が
必
要
で
す
。

▼
保
険
料
が
未
納
だ
と　

障
が
い
や
死

亡
な
ど
不
慮
の
事
態
が
発
生
し
た
と
き

に
、
障
が
い
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

　

町
民
課
住
民
係☎

９
８
５
―
４
１
０
６

　

松
山
西
年
金
事
務
所

☎
９
２
５
―
５
１
０
５

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）で
確
認
を
。

▼
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

　

財
政
課
統
計
電
算
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
１

 323den@
tow
n.m
asaki.ehim

e.jp

　

各
種
統
計
調
査
で
調
査
対
象
を
訪
問

し
、
調
査
票
の
記
入
依
頼
や
回
収
な
ど
を

行
う
統
計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す
。
統

計
調
査
員
は
登
録
制
で
、
統
計
調
査
ご
と

に
調
査
の
依
頼
を
し
ま
す
。

▼
応
募
方
法
　
電
話 

ま 

た 

は
メ
ー
ル

※
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
下
の

統
計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す

電
気
式
生
ご
み
処
理
機
の
購
入
費
を
補
助
し
ま
す

　

家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
生
ご
み
の
減

量
を
図
り
、
脱
炭
素
社
会
を
目
指
す
た

め
、
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
を
購
入
す

る
人
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
次
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

　

▼
対
象
者
　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

②
電
気
式
生
ご
み
処
理
機（
種
類
に
条

件
あ
り
）を
自
宅
で
使
用
す
る
人

③
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

▼
申
請
方
法

　

電
気
式
生
ご
み
処
理
機
を
購
入
す
る

前
に
交
付
申
請
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

申
請
書
類
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
町
民
課

窓
口
に
あ
り
ま
す
。

▼
補
助
金
額

　

購
入
費
の
２
分
の
１
以
内
の
額（
上

限
額
３
万
円
）

※
１
０
０
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て

▼
補
助
件
数

　
予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

　

町
民
課
生
活
環
境
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

令
和
５
年
度
は
「 

浜
（
新
立
）
第
３
地
区 
」
の

地
籍
調
査
を
行
い
ま
す

　

地
籍
調
査
は
、土
地
に
関
す
る
戸
籍
調

査
と
も
い
う
べ
き
基
礎
的
な
調
査
で
す
。

　

法
務
局
が
保
管
す
る
登
記
簿
や
公
図

は
、明
治・大
正
期
作
成
の
も
の
が
多
く
、

土
地
の
実
態
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、次
の
調
査

で
登
記
簿
や
公
図
を
修
正
し
ま
す
。

①
所
在
、
地
番
、
地
目
と
境
界
の
調
査

②
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
所
有
者
の
表

示
に
関
す
る
確
認

③
境
界
の
測
量
と
面
積
の
測
定

▼
地
籍
調
査
の
効
果　

数
値
デ
ー
タ
で

結
果
が
記
録
・
保
存
さ
れ
る
た
め
、公
共

事
業
や
土
地
取
引
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る

ほ
か
、災
害
時
も
境
界
を
正
確
に
復
元
で

き
、迅
速
な
復
旧
活
動
に
役
立
ち
ま
す
。

▼
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ　

８
月
以

降
、
地
元
説
明
会
を
開
催
予
定
で
す
。

関
係
者
に
は
事
前
に
案
内
文
書
を
送
り

ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

問
産
業
課
国
土
調
査
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
７
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Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）を
確
認
す
る
か
、
お
気

軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
産
業
課
農
業
振
興
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
９

　

ま
さ
き
農
業
サ
ポ
ー
タ
ー
人
材
バ
ン

ク
登
録
制
度
と
は
、
労
働
力
を
必
要
と

す
る
農
業
者
と
、
農
作
業
を
や
っ
て
み

た
い
人
が
相
互
に
登
録
し
、
希
望
条
件

に
合
う
相
手
と
の
雇
用
契
約
締
結
に
向

け
、
お
互
い
の
情
報
を
提
供
し
合
う
制

度
の
こ
と
で
す
。

　

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
下
の

農
作
業
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か

ま
さ
き
農
業
サ
ポ
ー
タ
ー
人
材
バ
ン
ク
に
登
録
を

　

愛
媛
銀
行
松
前
支
店

　

☎
９
８
５
―
３
１
６
１

　

愛
媛
信
用
金
庫
松
前
支
店

　

☎
９
８
４
―
１
０
６
１

問
財
政
課
財
産
管
理
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
０
８
―
９
７
４
４

　

庁
舎
１
階
に
あ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー

ナ
ー
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。
お
問
い
合
わ

せ
は
、
各
金
融
機
関
に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
最
終
営
業
日
　
７
月
31
日（
月
）　

▼
各
金
融
機
関
問
い
合
わ
せ
先

　
伊
予
銀
行
松
前
支
店

　
☎
９
８
４
―
２
１
０
５

キ
ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ナ
ー
が
閉
鎖
さ
れ
ま
す

中
小
企
業
者
、
漁
業
者
、
農
業
者
の
皆
さ
ん
へ

応
援
金
を
給
付
し
ま
す

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
の
影
響
を

受
け
て
い
る
中
小
企
業
者
、
漁
業
者
、

農
業
者
に
応
援
金
を
給
付
し
ま
す
。

　

令
和
４
年
11
月
か
ら
５
年
６
月
ま
で

の
事
業
操
業
月
数
と
令
和
３
年
中
に
使

用
し
た
光
熱
費
に
応
じ
て
、
価
格
高
騰

相
当
分
の
一
部
を
支
援
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
次
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
要
件

　

業
種
ご
と
に
次
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

【
中
小
企
業
者
】

・
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
２
条
第
１
項

に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
で
あ
る
こ
と

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
か
、
本
店
を

置
い
て
い
る
こ
と

・
令
和
３
年
中
に
使
用
し
た
光
熱
費
が

35
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と　
　
　

ほ
か

【
漁
業
者
】

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

・
松
前
町
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
員
で

あ
る
こ
と

・
漁
船
を
有
し
て
い
る
こ
と　
　

ほ
か

【
農
業
者
】

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
か
、
本
店
を

置
い
て
い
る
こ
と

・
令
和
４
年
分
の
農
産
物
販
売
金
額
が

50
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と　
　
　

ほ
か

▼
上
限
額
　
１
０
０
万
円

▼
締
め
切
り　

10
月
２
日（
月
）

▼
申
請
方
法
　

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書
類

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
持
参
す
る
か

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
９
１
―
３
１
９
２

　

松
前
町
大
字
筒
井
６
３
１
番
地

　
【
中
小
企
業
者
・
漁
業
者
】

　

産
業
課
商
工
水
産
観
光
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
０

　
【
農
業
者
】

　

産
業
課
農
業
振
興
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
９
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